
令和 8年度パソコン機器等賃貸借仕様書 

 

１ 概要 

久留米広域消防組合（以下「本組合」という。）が現在使用しているパソコン機器等

の賃貸借期間（令和 8年 9月 30 日まで）の満了に伴い、新たに下記の機器数量で 5

年間の賃貸借契約を締結するもの。 

 

(1) 納入時期 

令和 8年 10 月 1 日までに全ての機器を設置し、動作可能な状態にすること。 

 

(2) 契約方法・期間 

契約は、令和 8年 10 月 1日から令和 13年 9月 30 日までの賃貸借契約とする。 

 

(3) 機器構成・台数 

【台数内訳】 

ア ノートブック端末 119 台 

イ ページプリンタ 26 台 

ウ カラープリンタ 1 台 

エ Microsoft Office LTSC Standard 2024 for Windows 119 式 

   ※端末及びプリンタの設置にあたり、LAN ケーブル及びスイッチング HUB は、既存

のものを流用する。不足が生じる場合は、本組合にて必要数を用意する。 

【設置場所】 

   別紙「令和 8年度パソコン機器等設置場所一覧」のとおり 

 

(4) 賃借料の支払 

代金の支払いは月単位とし、当月分の賃借料金の請求書を受理した日から 30 日以

内に支払うものとする。 

契約期間に 1か月未満の端数がある場合は、賃借料月額に基づき日割り計算により

算出する。 

なお、受注者指定のリース会社を介して賃貸借契約を締結する場合は、本組合、リ

ース会社及び受注者との 3者契約形態をとることができるものとする。 

 

(5) 機器の搬入・調整 

   機器の搬入、設置、設定にあたっては、受注者の責任において以下の作業を行うこ

と。なお、契約終了後の搬出費用についても受注者の負担とする。 

・設置・調整：本組合の指定する場所へ搬入し、マウス等の周辺機器を取り付けた

上で、LAN 接続にて稼動可能な状態に設置・調整を行うこと（LAN 接続のための

設定情報は本組合が指定する）。 

・キッティング：本組合が指定したソフトウェアをインストールし、専用マスタを

作成して各機器に展開すること。 

・プリンタ設定：導入機器に対し、プリンタドライバの設定を行うこと（設定対象



は別途指示する）。 

・識別ラベル：導入機器には、機器識別のため本組合の指定するテープラベルを貼

り付けること。 

・旧機器の回収：旧パソコン及び旧セキュリティワイヤー（鍵を含む）を、本組合

の指定する場所に回収（搬入）すること。 

・作業時間：作業時間は原則として「8時 30 分から 17時 15 分まで」とする。ただ

し、やむを得ない場合は、事前に打ち合わせ及び調整の上、作業時間の延長や休

日における作業を認めるものとする。 

・納期遅延時の対応：想定外の理由により、納入予定機器の搬入が令和 8年 10月 1

日までに間に合わない場合は、本組合と別途協議を行うものとする。 

 

(6) ハードウェア保守契約 

パソコン及びプリンタ等の全ての機器（マウス等の付属品を含む）が常に良好な状

態で使用できるよう、原則として次のとおりハードウェアの保守を行うこと。 

・費用負担：故障等が発生した場合の部品代、交換手数科、出張費及び修理のため

の搬入、搬出費等は、全て受注者の負担とする。 

・ストレージ交換時の対応：ストレージを交換した場合は、本組合指定のソフトウ

ェアをインストールし、指定の設定を行うこと。 

・要員派遣：故障の連絡があった場合は、要請に基づき、受注者の社員または指定

した保守サービス会社の従業員を速やかに派遣すること。 

・保守対応期間：保守の実施は、原則として受注者の営業時間内とするが、やむを

得ない事情がある場合は、営業時間外であっても保守を行うものとする。 

・契約の解除：各機器や LAN 上のトラブルが多発し、本組合の業務に重大な支障が

生じた場合には、契約を解除することがある。 

 

(7) 動産総合保険 

受注者は、すべての対象物件に対し、受注者の負担において動産総合保険（火災、

盗難、破損、落雷等の事故を対象とするもの）に加入すること。 

 

  



２ 導入機器及びソフトウェア仕様 

(1) ノートブック端末 

項 目 仕様・性能 

ハードウェアメーカー 組合が認めるメーカー（ショップブランド不可） 

アーキテクチャ Windows 11 Pro（64 ビット版）の動作を保証している機種 

本体(筐体) ノートブック型（下記バッテリー等をすべて内蔵できること） 

重量 2.0kg 以下 

ディスプレイ ・15.6 インチ以上の液晶ディスプレイ 

・解像度：1366×768 ドット以上 

・表示職：フルカラー（1,677 万色）以上 

CPU インテル Core i5 プロセッサー以上、 

または AMD Ryzen 5 230 プロセッサー以上 

メインメモリ 16GB 以上 

ストレージ SSD 256 GB 以上 

音源機能・スピーカ

ー 

Windows 11 Pro（64 ビット版）に対応し、マルチメディアソフト

ウェア等が支障なく使用できる内蔵スピーカー及び音源機能 

Web カメラ 有効画素数 92 万画素以上 

マウス 2 ボタン以上の光学式ホイールマウス 

サイズ：縦 100mm 以上 

有線 LAN 有線 LAN ポート（1000BASE-T/100BASE-TX 自動認識） 

無線 LAN IEEE 802.11 ac/ax 準拠 

Bluetooth Bluetooth ver4.1 以上に準拠したインターフェースを有すること 

バッテリー 駆動時間が 6 時間以上（JEITA バッテリ動作時間測定法 Ver.2.0

準拠）であること。種類及び充電時間は問わない。 

【保守特記】賃貸借期間中に、バッテリーの膨張や充電不能（AC

アダプタを抜くと電源が落ちる等）の不具合が発生した場合は、

無償で交換対応すること 

外部インターフェー

ス 

・USB Type-A（USB 3.2 以上） 端子×2 以上 

・USB Type-C（USB 3.2 以上） 端子×1 以上 

・HDMI 出力端子×1 

・ヘッドホン端子×1 

盗難防止対策 ・本体にセキュリティワイヤースロットを登載していること。 

・セキュリティワイヤーセット（ワイヤー長 1.5m 以上、取付金

具、ダイヤル式南京錠）を本体数分提供すること。 

その他外付け機器 外部モニターおよびキーボード 

 

※各課、各署の共用パソコンには、外部モニターおよびキーボー

ドを接続すること。（全 12 箇所） 

 

 

 

 

 



(2) ページプリンタ 

項 目 仕様・性能 

基準機器（同等品） メーカー：キャノン/型番：LBP452 

 

※上記機器と同等品とする。これ以外の機器を導入する場合は、

参加資格審査の申請までに本組合本庁にて動作確認を行い、承認

を受けること。 

印刷機能 ・自動両面印刷に対応していること。 

・再生紙（古紙パイプ配合率 70％以上）での印刷において、紙

詰まり等のトラブルがなく正常な状態で稼動すること。 

給紙容量 標準トレイに加え、500 枚以上の用紙を給紙可能な増設トレイを

備え付けること。 

消耗品要件 ・リサイクルトナーカートリッジの使用が可能であること。 

・トナーとドラムが一体型であること。 

インターフェース ・有線 LAN 接続（1000BASE-T/100BASE-TX）が可能であること。 

・USB 2.0 ポートを登載していること。 

 

(3) カラープリンタ 

項 目 仕様・性能 

基準機器（同等品） メーカー：OKI/型番：C835dnw 

 

※上記機器と同等品とする。これ以外の機器を導入する場合は、

参加資格審査の申請までに本組合本庁にて動作確認を行い、承認

を受けること。 

印刷機能 ・自動両面印刷に対応していること。 

・再生紙（古紙パイプ配合率 70％以上）での印刷において、紙

詰まり等のトラブルがなく正常な状態で稼動すること。 

給紙容量 標準トレイに加え、500 枚以上の用紙を給紙可能な増設トレイを

備え付けること。 

インターフェース ・有線 LAN 接続（1000BASE-T/100BASE-TX）が可能であること。 

・USB 2.0 ポートを登載していること。 

 



(4) ソフトウェア 

項 目 仕様・ライセンス 

基本 OS Windows 11 Pro（64bit 版） 

OA ソフトウェア Microsoft Office LTSC Standard 2024 for Windows 

 

※導入するすべての端末にライセンスを適用し、インストール

すること。 

PDF 閲覧ソフト Adobe Reader 日本語版の最新バージョン 

 

※納入（展開）時点における最新の安定バージョンを各端末に

インストールすること。 

メールソフト 電子メールクライアントとして Thunderbird を、各部署の共用

端末 17 台にインストールすること。 

また、既存端末からメールデータの移行を行うこと。 

その他 上記の必須ソフトウェアのほかに、機器メーカー等により標準

でプリインストールされているソフトウェア（ユーティリティ

等）の有無は問わない 

 



別紙

令和８年度パソコン機器等設置場所一覧

ノートブック
パソコン

ページ
プリンタ

カラー
プリンタ

消防本部 50 6 1

久留米消防署 14 2

指令センター 7 2

東出張所 1

南出張所 久留米市上津1丁目5番20号 1

西出張所 久留米市大善寺町宮本96番地44 1

善導寺出張所 久留米市善導寺町島188番地1 1

三井消防署 小郡市大板井279番地2 18 2

三井出張所 大刀洗町大字下高橋381番地1 1

三国出張所 小郡市三沢4626番地5 1

浮羽消防署 久留米市田主丸町鷹取682番地1 5 2

浮羽出張所 うきは市浮羽町東隈上419番地7 1

三潴消防署 久留米市城島町江上上165番地1 5 2

大川消防署 大川市大字郷原483番地5 20 2

救急ワークステーション 久留米市津福本町422番地 1

119 26 1合　計

設置場所 住所
機器種別

久留米市東櫛原町999-1

久留米市山川沓形町3番15号


